
      

資料１ 

関東信越地方年金記録訂正審議会運営規則の改定について（案） 

 

 

 関東信越地方年金記録訂正審議会運営規則（平成 27 年４月 20 日 関東信越

地方年金記録訂正審議会会長決定）第 5条を次のとおり改定する。 

 

 

関東信越地方年金記録訂正審議会運営規則 

改定後 改定前 

第 5条 

審議会に、２２以内の部会を置くこと

ができる。 

 

附 則 

この運営規則は、平成 27 年４月 20 日

から施行する。 

平成 30 年４月○日改定 

 

第 5 条 

審議会に、２６以内の部会を置くこと

ができる。 

 

附 則 

この運営規則は、平成 27 年４月 20 日

から施行する。 

 



 

 

関東信越地方年金記録訂正審議会運営規則 

 

平成 27 年４月 20 日決定 

平成 30 年４月○日改定 

関東信越地方年金記録訂正審議会会長決定 

 

（趣旨） 

第一条 関東信越地方年金記録訂正審議会（以下「審議会」という。）の運営については、

地方年金記録訂正審議会規則（平成２７年厚生労働省令第８３号）の定めるところ

によるほか、この運営規則の定めるところによる。 

（招集） 

第二条 審議会は、会長が招集する。 

２ 会長は、審議会を招集するときは、あらかじめ、日時、場所及び審議事項を記載した

書面をもって、委員及び議事に関係のある臨時委員に通知しなければならない。ただし、

緊急を要する場合は、この限りでない。 

３ 委員及び議事に関係のある臨時委員は、事故のため出席できないときは、あらかじめ、

その旨を会長に届けなければならない。 

（副会長） 

第三条 審議会は、３人以内の副会長を置くことができる。 

２ 副会長は会長が指名する。 

（会議の議事） 

第四条 会長は、議長として審議会の審議を運営する。 

（部会） 

第五条 審議会に、２２以内の部会を置くことができる。 

（諮問の付議） 

第六条 会長は、国民年金法第十四条の二第一項（同条第二項において準用する場合を含

む。）又は厚生年金保険法第二十八条の二第一項（同条第二項及び第三項において準用す

る場合を含む。）の規定による請求（以下「請求事案」という。）について、関東信越厚

生局長の諮問を受けたときは、各部会の部会長の意見を聴いて、取り扱う部会を定め、

請求事案を当該部会に付議することができる。 

２ 部会長は、当該部会に係属している請求事案について、当該部会で取り扱うことが不適

当と認める場合には、直ちに、会長にその旨を報告しなければならない。 

３ 会長は、前項の規定による報告があった場合において、請求事案を取り扱う部会を変更

する必要があると認めるときは、関係する部会の部会長の意見を聴いて、当該事案を取

り扱う部会を変更することができる。 

（議決） 

第七条 前条の規定に基づき部会に付議された請求事案については、会長の同意を得て、

部会の議決を審議会の議決とすることができる。 

第八条 委員及び議事に関係のある臨時委員は、審議会の議決に際して、やむを得ない理
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由により議決前に退席しようとする場合において、当該議題について賛否を明らかにし

た書面を会長に提出し、会長が会議に諮ってこれを受理したときは、当該議題の議決に

加わることができる。 

（委員等の除斥） 

第九条 地方年金記録訂正審議会規則第七条第四項に規定する自己の利害に関係する議事

とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。 

一 委員若しくは臨時委員又はその配偶者若しくは配偶者であった者が請求事案の請求

者（以下「請求者」という）であるとき 

二 委員若しくは臨時委員が請求者の４親等内の血族、３親等内の姻族若しくは同居の

親族であるとき、又はあったとき 

三 委員又は臨時委員が請求者の後見人、後見監督人、保佐人、 保佐監督人、 補助人

若しくは補助監督人であるとき 

四 委員若しくは臨時委員又はその配偶者若しくは配偶者であった者が当該請求事案に

係る事業所の代表者、役員若しくは職員であるとき、又はあったとき 

五 前各号に掲げるもののほか、委員又は臨時委員が、当該請求事案につき特別な利害

関係を有するとき 

（会議の公開） 

第十条 会議は非公開とする。ただし、会長が必要と認めるときは、公開とすることがで

きる。 

（口頭意見陳述） 

第十一条 審議会は、請求者から申立てがあったときは、当該請求者に口頭で意見を述べ

る機会を与えるものとする。ただし、審議会が、その必要がないと認めるときは、この

限りでない。 

２ 請求者は、前項の規定により意見を述べるに当たっては、審議会の許可を得て、その

者の家族その他の関係人とともに出席することができる。 

３ 第一項の請求者の意見は、審議会の開催地又は開催地以外の地で聴取することができ

る。 

４ 審議会は、第一項の請求者の意見聴取を行う場合には、委員又は議事に関係のある臨

時委員であって、会長が指名するものに行わせることができる。 

５ 前項の指名を受けた委員又は議事に関係のある臨時委員は、第一項の請求者の口頭意

見陳述を聴取したときは、当該口頭意見陳述の要旨を記載した書面を作成し、審議会に

報告するものとする。 

（説明聴取） 

第十二条 審議会は、必要があると認めるときは、事業主その他関係者に対し、口頭での

説明を求めることができる。 

２ 前項の説明は、審議会の開催地又は開催地以外の地で聴取することができる。 

３ 審議会は、第一項の口頭説明の聴取を行う場合には、委員又は議事に関係のある臨時

委員であって、会長が指名するものに行わせることができる。 

４ 前項の指名を受けた委員又は議事に関係のある臨時委員は、第一項の口頭説明の聴取

を行ったときは、当該口頭説明の要旨を記載した書面を作成し、審議会に報告するもの



 

とする。 

（議事要旨等） 

第十三条 審議会における議事は、次に掲げる事項を議事要旨に記載するものとする。 

一 会議の日時及び場所 

二 出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の氏名 

三 議事となった事項 

２ 議事要旨は公開するものとする。 

３ 審議会の議事の経過は、議事録を作成するものとする。 

４ 議事録には、会長及び会長の指名する委員２名が署名するものとする。 

（答申） 

第十四条 審議会の答申は、書面をもって行うものとする。 

２ 前項の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 

一 結論 

二 請求の要旨等 

三 判断の理由 

３ 審議会の答申は、公開するものとする。 

（諮問の取下げ） 

第十五条 審議会は、関東信越厚生局長から諮問の取下げがあったときは、答申をするこ

とを要しないものとする。 

（部会への適用） 

第十六条 部会の運営について、第二条、第四条、第八条及び第十条から第十三条（第四

項を除く。）までの規定中「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」

と、「委員及び議事に関係のある臨時委員」とあるのは「部会に属する委員及び臨時委員」

と、「委員又は議事に関係のある臨時委員」とあるのは「部会に属する委員又は臨時委員」

と、「委員若しくは議事に関係のある臨時委員」とあるのは「部会に属する委員若しくは

臨時委員」と読み替えて適用するものとする。 

（雑則） 

第十七条 この規則に定めるもののほか、審議会の事務手続に関し必要な事項は、会長が

定める。 

 

附 則 

この運営規則は、平成 27 年４月 20 日から施行する。 

平成 30 年４月○日改定 

 



資料２

 

（参考）

地方年金記録訂正審議会規則

第６条　審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

２　部会に属すべき委員等は、会長が指名する。

３　部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員等のうちから、会長が指名する。

関東信越地方年金記録訂正審議会運営規則

第３条　審議会は、３人以内の副会長を置くことができる。

２　副会長は会長が指名する。

関東信越地方年金記録訂正審議会部会に属すべき委
員・臨時委員の指名及び部会長並びに副会長の指名
について



１　部会に属する委員・臨時委員の指名について

（案）

木村　あや子

第３部会（年金審査課）

櫻井　雄一

第８部会（年金審査課）

岡本　弘哉※
第１部会（年金審査課）

柘植　大樹

菅野　恊子

第２部会（年金審査課）

氏　　名 所　　属

小泉　昌子

小井川　知子

宮野　文子

間嶋　順一

桑原　悟

岡野　雅幸

金野　俊男※

廣井　良一

山来　敬子
第５部会（年金審査課）

中村　明弘※

（敬称略）

武田　麻美子

第２部会（千葉分室）

岡本　博江※

遠藤　英一

近藤　富久美

南川　麻由子※

第３部会（千葉分室）

小出　髙司

七五三野　正子

第４部会（年金審査課）

須藤　径一

瀬谷　卓美

日向　裕道※

伊澤　愛子

酒井　淳一

第７部会（年金審査課）

秋田　純子※

繁治　加代

第１部会（千葉分室）新納　秀朗

第６部会（年金審査課）

三上　将延※

沖田　昭治

甲原　裕子※

池田　江利



　 （注）※は委員

大石　誠

西海　ひとみ

植西　信博※

第５部会（東京分室）

第６部会（東京分室）

高藤　杏花※

長沼　和栄

鈴木　雅芳

竹内　奈津子

青木　清隆

第７部会（東京分室）

高橋　常雄

川﨑　秀明※

竹山　文

第３部会（神奈川分室）

第４部会（神奈川分室）

沢藤　達夫

鈴木　美佐子

髙井　佳江子※

宮島　和比古

筧　勲

鈴木　誠

岡村　生世※

鳥居　江美※

濱田　崇

大島　清之祐

山口　泰恵

第１部会（神奈川分室）

第２部会（神奈川分室）

内山　惠子

秋山　惠美子

永島　正幸

柳下　剛※

安東　仁志

永田　素子
第１部会（東京分室）

山﨑　早苗

嶋津　正美

石川　光子

石和　信人

竹内　春美
第２部会（東京分室）

久保　英幸※
第３部会（東京分室）

氏　　名 所　　属

栢割　秀和※

第４部会（東京分室）



２　部会長の指名について

３　副会長の指名について

所　　属

植西　信博

第２部会（神奈川分室）

高藤　杏花 第１部会（神奈川分室）

岡本　博江 第２部会（千葉分室）

久保　英幸 第３部会（東京分室）

川﨑　秀明 第６部会（東京分室）

岡本　弘哉 第１部会（年金審査課）

南川　麻由子

（敬称略）

日向　裕道

氏　　名

髙井　佳江子

秋田　純子

第５部会（年金審査課）

三上　将延

柳下　剛

所　　属

第４部会（神奈川分室）

第３部会（神奈川分室）

高藤　杏花 第１部会（神奈川分室）

栢割　秀和 第４部会（東京分室）

甲原　裕子

岡村　生世

氏　　名

鳥居　江美 第７部会（東京分室）

第５部会（東京分室）

第３部会（千葉分室）

第８部会（年金審査課）

第７部会（年金審査課）

岡本　弘哉

第６部会（年金審査課）

第４部会（年金審査課）

第１部会（年金審査課）

中村　明弘

（敬称略）



（案）

（平成30年4月10日現在）

第１部会
副会長

会長代行
部会長

岡 本 弘 哉 水 出 祐 子 岡 野 雅 幸 茂 木 泰 和

第２部会 部会長 奥 田 雄 一 金 野 俊 男 満 木 祐 子 宮 野 文 子

第３部会 部会長 石 川 博 康 小 島 英 治 井 良 一 門 倉 一 惠

第４部会 部会長 中 村 明 弘 須 藤 径 一 瀬 谷 卓 美 小 泉 昌 子

第５部会 部会長 日 向 裕 道 柘 植 大 樹 山 来 敬 子 木 村 あ や 子

第６部会 部会長 三 上 将 延 池 田 江 利 伊 澤 愛 子 沖 田 昭 治

第７部会 部会長 甲 原 裕 子 桑 原 悟 野 恊 子 酒 井 淳 一

第８部会 部会長 秋 田 純 子 櫻 井 雄 一 間 嶋 順 一 小 井 川 知 子

関東信越地方年金記録訂正審議会部会名簿（千葉・東京・神奈川を除く)



（案）

（平成30年4月10日現在）

千葉第１部会
副会長
部会長

髙 橋 馨 新 納 秀 朗 太 田 敬 子 須 田 裕 子

千葉第２部会 部会長 岡 本 博 江 繁 治 加 代 遠 藤 英 一 小 出 髙 司

千葉第３部会 部会長 南 川 麻 由 子 近 藤 富 久 美 武 田 麻 美 子 七 五 三 野 正 子

関東信越地方年金記録訂正審議会部会名簿（千葉）



（案）

（平成30年4月10日現在）

東京第１部会
会長

部会長
冨 田 秀 実 石 和 信 人 奥 田 よ し 子 永 田 素 子

東京第２部会 部会長 川 合 晋 太 郎 野 村 博 山 﨑 早 苗 竹 内 春 美

東京第３部会 部会長 久 保 英 幸 菅 沼 真 奈 美 平 野 の ぶ え 嶋 津 正 美

東京第４部会 部会長 栢 割 秀 和 石 川 光 子 鈴 木 誠 嶋 﨑 京 子

東京第５部会 部会長 植 西 信 博 鈴 木 雅 芳 大 石 誠 西 海 ひ と み

東京第６部会 部会長 川 﨑 秀 明 竹 内 奈 津 子 竹 山 文 筧 勲

東京第７部会 部会長 鳥 居 江 美 藤 原 健 次 郎 内 山 惠 子 高 橋 常 雄

関東信越地方年金記録訂正審議会部会名簿（東京）

　



（案）

（平成30年4月10日現在）

神奈川第１部会
副会長
部会長

高 藤 杏 花 秋 山 惠 美 子 永 島 正 幸 長 沼 和 栄

神奈川第２部会 部会長 岡 村 生 世 濱 田 崇 大 島 清 之 祐 山 口 泰 恵 　

神奈川第３部会 部会長 柳 下 剛 沢 藤 達 夫 中 野 圭 子 鈴 木 美 佐 子

神奈川第４部会 部会長 髙 井 佳 江 子 安 東 仁 志 宮 島 和 比 古 青 木 清 隆

関東信越地方年金記録訂正審議会部会名簿（神奈川）

　



資料２参考

平30年4月10日現在

青木　清隆 元自治体職員

秋田　純子 社会保険労務士

秋山　惠美子 社会保険労務士

安東　仁志 社会保険労務士

池田　江利 社会保険労務士

伊澤　愛子 税理士

石川　博康 弁護士

石川　光子 社会保険労務士

石和　信人 社会保険労務士

植西　信博 団体事務局長

内山　惠子 税理士

遠藤　英一 税理士

小井川　知子 年金委員

大石　誠 社会保険労務士

大島　清之祐 社会保険労務士

太田　敬子 税理士

岡野　雅幸 税理士

岡村　生世 税理士

岡本　博江 弁護士

岡本　弘哉 弁護士

沖田　昭治 元自治体職員

奥田　雄一 社会保険労務士

奥田　よし子 税理士

筧　勲 元自治体職員

門倉　一惠 元自治体職員

栢割　秀和 弁護士

川合　晋太郎 弁護士

川﨑　秀明 社会保険労務士

関東信越地方年金記録訂正審議会　委員・臨時委員名簿



野　恊子 税理士

木村　あや子 元自治体職員

久保　英幸 弁護士

桑原　悟 社会保険労務士

小泉　昌子 社会保険労務士

小出　髙司 元自治体職員

甲原　裕子 弁護士

小島　英治 社会保険労務士

近藤　富久美 社会保険労務士

金野　俊男 弁護士

西海　ひとみ 税理士

酒井　淳一 行政相談委員

櫻井　雄一 弁護士

沢藤　達夫 弁護士

繁治　加代 社会保険労務士

嶋﨑　京子 元自治体職員

嶋津　正美 年金委員

七五三野　正子 行政相談委員

菅沼　真奈美 社会保険労務士

鈴木　誠 税理士

鈴木　雅芳 弁護士

鈴木　美佐子 行政書士

須田　裕子 元自治体職員

須藤　径一 弁護士

瀬谷　卓美 社会保険労務士

髙井　佳江子 弁護士

髙橋　馨 弁護士

高橋　常雄 元自治体職員

高藤　杏花 弁護士

竹内　奈津子 弁護士



竹内　春美 税理士

武田　麻美子 税理士

竹山　文 社会保険労務士

柘植　大樹 弁護士

冨田　秀実 弁護士

鳥居　江美 弁護士

永島　正幸 税理士

永田　素子 元自治体職員

長沼　和栄 元自治体職員

中野　圭子 税理士

中村　明弘 税理士

南川　麻由子 弁護士

新納　秀朗 社会保険労務士

野村　博 社会保険労務士

濱田　崇 弁護士

日向　裕道 社会保険労務士

平野　のぶえ 税理士

井　良一 税理士

藤原　健次郎 社会保険労務士

間嶋　順一 税理士

三上　将延 弁護士

水出　祐子 社会保険労務士

満木　祐子 弁護士

宮島　和比古 税理士

宮野　文子 税理士

茂木　泰和 労働審判員

柳下　剛 社会保険労務士

山来　敬子 税理士

山口　泰恵 社会保険労務士

山﨑　早苗 社会保険労務士

　（注）五十音順、敬称略 〔計　88名〕


